
 

事業報告書等の期限内未提出法人に対する処理手続きフロー図 
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事業年度終了

市長への提出期限

督促（1回目）

催告（再督促2回目）

過料事件通知

提出期限から2か月経過後、

法人の主たる事務所の所在地

に督促書を送付

提出期限から4か月経過後、

法人の主たる事務所の所在地

に催告書（再督促書）を送付

主たる事務所の所在する

所轄地方裁判所に過料事件通知

例示

3月31日

6月30日

9月上旬

11月上旬

12月上旬

3か月

2か月

2か月

1か月

過料決定

過料金納付

裁判所

法人

行政手続法及び松江市聴聞及び

弁明の機会の付与に関する規則

に基づく聴聞

認証取消

市ホームページにおいて、法人名、

主たる事務所の所在地、処分理由、

取消し年月日を公開

3事業年度にわたり継続して未提出の法人


